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（１）消費税などの新たな財源の検討 

 

現在、消費税は一般会計の予算総則で、基礎年金、後期高齢者医療、介護の国庫負

担に充てることが定められている。一般医療保険にも国庫負担はあるが、財源は消費

税以外の一般財源である。 

基礎年金の国庫負担は 2003 年度まで給付費の 1/3 であったが、2009 年度から、給

付費の 1/2 である。 

後期高齢者医療制度の給付費の構成は大まかに、公費 50％（国庫 33％）、一般医

療保険からの支援金 40％、保険料 10％である。 

介護給付費は、公費 50％（国庫は施設 20％、居宅は 25％）、保険料 50％で構成さ

れている（図 2-3-2）。 

 

国庫負担国保：定率国庫負担34％、調整交付金9％、政管：一般給付費の13％、後期高齢者医療支援金・介護

納付金の16.4％

国・地方の内訳

施設：国20％、都道府県17.5％、市町村12.5％

居宅：国25％、都道府県12.5％、市町村12.5％

第2号被保険者納付金：第1号被保険者保険料＝31％：19％

*紙面の都合で縮尺は合っていない。

*出所：国の予算書

　 　後期高齢者の地方分は厚生労働省「後期高齢者医療財政の概要（案）」（全国老人医療・国民健康保険課（部）長

　及び後期高齢者医療広域連合事務局長会議資料, 2008年2月6日）より。

図2-3-2　社会保障給付費の構成と消費税を充てるべき国庫負担（2008年度）
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